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経済財政運営と改革の基本方針 2020（抄） 
（令和２年７月１７日閣議決定） 

 

 

第３章 「新たな日常」の実現 

 

１．「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装とその環境整備 

（デジタルニューディール）  

（１）次世代型行政サービスの強力な推進 ― デジタル・ガバメントの断行 

② マイナンバー制度の抜本的改善 

デジタル・ガバメントの基盤となるマイナンバー制度について、行政手続をオンライ

ンで完結させることを大原則として、国民にとって使い勝手の良いものに作り変えるた

め、抜本的な対策を講ずる。 

関係府省庁は、ＰＨＲ32 の拡充を図るため、2021 年に必要な法制上の対応を行い、

2022年を目途に、マイナンバーカードを活用して、生まれてから職場等、生涯にわたる

健康データを一覧性をもって提供できるよう取り組むとともに、当該データの医療・介

護研究等への活用の在り方について検討する。マイナンバーカードの公的個人認証の活

用により障害者割引適用の際に障害者手帳の提示が不要とできるよう、デジタル対応を

推進する。 

（略） 

 

③ 国・地方を通じたデジタル基盤の標準化の加速 

国・地方を通じたデジタル基盤の統一・標準化を早急に推進するため、地方制度調査

会の答申を踏まえ、法制上の措置を講じた上で、財源面を含め国が主導的な支援を行う。

地方自治体の基幹系業務システムの統一・標準化について関係府省庁は内閣官房の下こ

の１年間で集中的に取組を進める。年内に標準を設ける対象事務の特定と工程化を行う。 

 

４．「新たな日常」を支える包摂的な社会の実現 

（１）「新たな日常」に向けた社会保障の構築 

① 「新たな日常」に対応した医療提供体制の構築等 

（医療・介護分野におけるデータ利活用等の推進） 

（略） 

感染症の下、介護・障害福祉分野の人手不足に対応するとともに、対面以外の手段を

できる限り活用する観点から、生産性向上に重点的に取り組む。ケアプランへのＡＩ活

用を推進するとともに、介護ロボット等の導入について、効果検証によるエビデンスを

踏まえ、次期介護報酬改定で人員配置の見直しも含め後押しすることを検討する。介護

予防サービス等におけるリモート活用、文書の簡素化・標準化・ＩＣＴ化の取組を加速

させる。医療・介護分野のデータのデジタル化と国際標準化を着実に推進する。 

  

                                                      
32  Personal Health Record。生まれてから学校、職場など生涯にわたる個人の健康等情報をマイナポー

タル等を用いて電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組み。 
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② 「新たな日常」に対応した予防・健康づくり、重症化予防の推進 

 （略） 

細菌性やウイルス性の疾患の予防という観点も含め、口腔の健康と全身の健康の関連

性を更に検証し、エビデンスの国民への適切な情報提供、生涯を通じた歯科健診、フレ

イル対策・重症化予防にもつながる歯科医師、歯科衛生士による歯科口腔保健の充実、

歯科医療専門職間、医科歯科、介護、障害福祉関係機関との連携を推進し、歯科保健医

療提供体制の構築と強化に取り組む。 

（略） 

 

（３）社会的連帯や支え合いの醸成 

（略） 

障害児支援について、学校における医療的ケア体制の充実を図るとともに、医療的ケ

ア児を含め、家庭と教育と福祉が連携し、一人一人の子供の状態に即したサービスが提

供できるよう取組を進める。発達障害について、社会全体の理解促進、家族支援等に取

り組む。難聴児の早期支援や高齢者の難聴などに向けた各地域における支援体制の構築

を図るなど、ライフサイクルに応じた難聴対策の強化に取り組む。障害者の学びを推進

するほか、障害者雇用の促進や、多様な障害特性に応じた職場定着支援、地域における

障害者就労支援及び障害者就労施設等からの物品等の調達を着実に推進する33。 

 （略） 

                                                      
33  国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成 24年法律第 50号）に

基づく。 


